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【食科協の活動状況】 

１．２０２２年 4 月～２０２2 年 5 月の主な活動 

4月28日  かわら版338号・かわら版ニュース＆トピックス231号を発行。 

5月02日  かわら版ニュース＆トピックス232号を発行。 

5月06日  かわら版339号・かわら版ニュース＆トピックス233号を発行。 

5月06日  総会資料・議決権行使書送付。 

5月10日  かわら版ニュース＆トピックス234号を発行。 

5月11日  第２回常任理事会・運営委員会。 

5月13日  かわら版340号・かわら版ニュース＆トピックス235号を発行。 

5月17日  かわら版ニュース＆トピックス236号を発行。 

5月20日  かわら版341号・かわら版ニュース＆トピックス237号を発行。 

5月24日  かわら版ニュース＆トピックス238号を発行。 

5月27日  かわら版342号・かわら版ニュース＆トピックス239号を発行。 

5月27日  総会・２０周年記念講演会資料発送。 

5月27日  ニュースレター226号発行。 

 

【2022 年６月 7 日開催の総会についてのお知らせ】 
総会は 6 月 7 日 ZOOM で開催いたします 

15 時から 16 時 45 分まで 

 賛助会員・会員の全員に ZOOM のアドレスを配信いたします 

 配信の予定は 5 月 31 日になります 

 届いたかどうかご確認ください 

  

 なお、議決行使書・委任状の提出がまだの方はお出しください 

 当日 ZOOM で参加される方は提出不要です 

 

【2022年６月 17 日開催の 20周年記念式典についてのお知らせ】 
記念式典は 6 月 17 日 ZOOM で開催いたします 

11 時から 12 時まで 

6 月 10 日に ZOOM のアドレスを一斉配信いたします 

記念講演とアドレスは同じです  

届いたかどうかご確認ください 
 

NPO 法人食科協創立 20 周年記念式典実施要領 
2022 年 6 月 17 日（金）午前 11 時から 

於：一般財団法人日本科学技術連盟本部 セミナールーム E 

司会進行 NPO 法人食科協創立 20 周年記念事業実行委員長 

 1 開会の辞   

 2 挨 拶     NPO 法人食科協 理事長 馬場 良雄 

 3 創立 10 周年以降の活動状況の概要報告  

NPO 法人食科協専務理事 渡邊 清孝 
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 祝 辞 来賓：関係行政庁（食品安全委員会 委員長） 

                （厚生労働省 監視安全課長） 

             賛助会員代表（東京サラヤ株式会社 代表取締役社長） 

 4 感謝状授与  伊藤蓮太郎元専務理事（食科協創設メンバー） 

          全国製麺協同組合連合会 

                  一般財団法人日本科学技術連盟 

 5  創立 20 周年にあたってのコミットメント発表 

 6 閉会の辞 

 

【６月 17 日開催の 20 周年記念講演会についてのお知らせ】 
ZOOM 参加の場合の申し込みは不要です 

6 月 10 日に ZOOM のアドレスを一斉配信いたします 

届いたかどうかご確認ください 

記念講演会は 12 時 45 分に開場いたします 

13:00～17:10 まで 

会場での参加はまだ若干の余裕があります 

 

 食科協創立２０周年記念講演会概要 
１、テーマ 

「食の安全に係るリスクコミュニケーションのあり方について（仮題）」 

    ～科学的根拠に基づく食の安全情報をどのように伝えるのか～ 

２、開催日時：２０２２年６月１７日（金） 12:50～ 

３，開催場所：日科技連本部ビル セミナールームE 

     （住所：東京都新宿区西新宿2-7-1  小田急第一生命ビル4階） 

４、開催方法：①会場における聴講参加（募集人員３０名程度） 

       ②Zoomによるライブ配信（特に定員は求めない） 

５、講演会次第  午後１２時３０分開場 ライブ配信 １２時５０分から 

  12:50   開会挨拶：食科協理事長 馬場 良雄 

  13:00～14:00 基調講演：食品安全委員会 山本委員長 

「食品安全委員会としてのリスクコミュニケーションを含むリスクアセスメントへの取り

組み」 

  14:00～14:50日経BPメディアビジネス Nブランドスタジオ 

                             シニア・エディター 中野 栄子氏 

「メディアは食品安全情報をどのように伝えるのか」 

14:50～15:00  （休憩） 

  15:00～15:50 NPO法人食の安全と安心を科学する会理事長 山崎 毅氏 

   「科学的根拠に基づくリスクコミュニケーションへのあり方」  

※講演の題目はあくまでも仮題です 

15:50～16:00  （休憩） 

 16:00～17:10 講演者によるパネルディスカッション 

  ＊それぞれの立場から講演内容の補足とリスクコミュニケーションに対する考え方の

表明、事前に受けた質問への応答 

座長・コーディネーター：森田 満樹（食科協） 
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 17:10 閉会挨拶 食科協 専務理事 渡邊 清孝 

記念講演会実施に際して、講演資料及び食科協のこれまでの歩みなどの活動状況をまとめた

ものをDVDにして5月27日会員にヤマトＤＭ便で発送（届いていない方はおしらせくださ

い） 

NPO 法人 食品保健科学情報交流協議会 

事務局より 

 

【行政情報】 

NPO 法人 食品保健科学情報交流協議会 

顧問 森田 邦雄 

１ 食品衛生法等に基づく処分の理由の提示について 

 4 月 20 日、厚生労働省は医薬・生活衛生局食品監視安全課長名をもって各都道府

県等衛生主管部（局）長 宛標記通知を出した。その主な内容は次の通り。 

標記については、「食品衛生法等に基づく処分の理由の提示について」（平成 30 年

３月 29 日付け薬生食監発 0329 第１号。以下「平成 30 年通知」という。）にて、

営業者に対して、営業の禁停止処分等の不利益処分を行う場合には、当該処分を通知す

る書面に、具体的事実関係と適用する法条の適用関係が明らかになるよう記載すること

が必要であるとお示ししたところです。 

今般、行政手続法（以下「行手法」という。）第 12 条の規定に基づく処分基準（以

下「処分基準」という。）を設定・公開する自治体において、食品衛生法第 55 条第１

項の規定に基づく営業停止処分（条番号は当該処分時点のもの）をする際、当該処分の

理由を通知する書面に、処分基準の適用関係を示さなかったことから、当該処分に対す

る行政不服審査法第２条の規定に基づく審査請求の裁決にて、行手法第 14 条第１項本

文の要求する理由の提示として不十分であると指摘された例が見られました。 

行手法第 14 条第１項本文に基づいて、どの程度の理由を提示すべきかは、平成 30

年通知記１に示す同項本文の趣旨に照らし、①当該処分の根拠法令の規定内容、②当該

処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、③当該処分の性質及び内容、④

当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきであること。 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220421I0010.pdf 

 

2 ３－アセチル－２，５－ジメチルフランの取扱いについて 

   4 月 22 日、厚生労働省は医薬・生活衛生局食品基準審査課長及び食品監視安全課長

連名をもって各都道府県等衛生主管部（局）長 宛標記通知を出した。その主な内容は

次の通り。 

３－アセチル－２，５－ジメチルフランについては、令和元年 10 月 21 日付け薬生

食基発 1021 第１号・薬生食監発 1021 第１号「類又は誘導体として指定されてい

る 18 項目の香料に関するリストについて」において、ケトン類に該当する物質として

掲載されている。 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220421I0010.pdf　
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この度、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された３－アセチル－２，５－ジ

メチルフランに関する一般毒性・遺伝毒性・発がん性包括毒性試験の結果等について、

同研究所等に所属する安全性生物試験研究の専門家に意見を求めたところ、３－アセチ

ル－２，５－ジメチルフランについては、食品の着香の目的で使用する場合、人におけ

る発がんの懸念は高くはないと考えられるものの、遺伝毒性発がん物質である懸念が否

定できないとされた。 

このため、令和５年１月１日以降、添加物としての３－アセチル－２，５－ジメチル

フラン並びにこれを含む製剤及び食品は、販売又は販売の用に供するための製造、輸入、

加工、使用、貯蔵若しくは陳列を自粛するよう指導されたいこと。ただし、令和４年

12 月 31 日までに製造、輸入等された食品の販売にあっては、この限りではない。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000932544.pdf 

 

3 令和４年度食品、添加物等の夏期一斉取締りの実施について 

   5 月 20 日、厚生労働省は大臣官房生活衛生・食品安全審議官名をもって各都道府県

知事等宛標記通知を出した。その概要は次の通り。 

食品衛生法第 22 条の規定に基づく食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針

（平成 15 年厚生労働省告示第 301 号）第 3 の 6 に基づき、夏期に多発する食中毒

の発生防止を図るとともに、積極的に食品衛生の向上を図る見地から、全国一斉に標記

取締りを行うこととしましたので、別添の実施要領（未公表）に基づき遺漏なく実施す

るようお願いします。 

本実施要領は、夏期一斉取締りの実施に当たっての基本的事項のみを示しているため、

各都道府県等において、都道府県等食品衛生監視指導計画等に基づき、適宜事項を追加

して実施してください。（例年 7 月に実施） 

また、監視指導の結果、汚染食品を発見した場合のほか、食中毒が発生した場合には、

流通経路の遡り調査を徹底して行い、汚染源を排除するための適切な措置を講ずるとと

もに、関係機関に対して速やかに情報提供するようお願いします。 

なお、一斉取締りの取りまとめ結果については、公表することとしていますので、御

了知ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000941198.pdf 

 

【とんでもない産地偽装～熊本県産あさり～】 

ＮＰＯ法人  食品保健科学情報交流協議会 

理事 笈川 和夫 

https://www.mhlw.go.jp/content/000932544.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000941198.pdf


食科協Ｎｅｗｓ                                  第２２６号 

 

6

 



食科協Ｎｅｗｓ                                  第２２６号 

 

7

 



食科協Ｎｅｗｓ                                  第２２６号 

 

8

アサリ産地偽装疑惑、３年前に情報把握 熊本県が陳謝「対応、不十分だった」 

熊本日日新聞 | 2022 年 02 月 26 日 08:00 

 輸入アサリを「熊本県産」と偽った産地偽装疑惑を巡り、熊本県は２５日、アサリを県内

の海にいったん入れる「蓄養」の期間が短いという情報を２０１９年に一部の漁協から得て

いたことを明らかにした。詳しい調査を進めれば偽装問題をいち早く把握できた可能性があ

り、県は「産地偽装を根絶するという視点が十分でなかった」と陳謝した。 

 県は、県内のアサリ蓄養場が産地偽装に使われていたとした１９年６月の一部報道を受け、

蓄養場を保有する県北の３漁協を訪問調査。２２年１月までに県南の１漁協を加えて計９回

にわたり漁場の適正管理を指導した。 

 

 県によると、最初の漁協を指導した際、「アサリの蓄養は２週間から１カ月」「蓄養期間

は１１月から翌年５月」との回答を得た。食品表示基準では、成育期間の最も長い場所を原

産地として表示する必要があるため「熊本県産」と表示するのが難しいケースだが、水産振

興課はそれ以上踏み込んで調査しなかった。 

 一方、県の水産統計には１５年以降、県産天然アサリの漁獲量を大きく上回る「熊本産」

が大阪府内の卸売市場で流通していた記録があった。県の直近の調査で、取扱量のかい離は

１３年ごろから始まっており「偽装を根絶するという観点から、既存の統計データを読み取

ることを行っていなかった」とした。 

 記者会見した竹内信義農林水産部長は「漁協への指導が漁場の適正管理の視点に偏ってお

り、産地偽装を根絶する視点が不十分だった」と釈明。「対応を反省し、食品表示の適正化

に取り組む関係部署と連携して偽装の根絶に取り組む」と述べた。（中尾有希） 

アサリの産地偽装疑惑について、これまでの

県に対応について説明する竹内信義農林水

産部長（右から２人目）＝２５日、県庁 


